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～ 誰もが住み慣れた地区で安心して生活し続けるために ～ 

【住民自治の推進と協働による新しい地区コミュニティの創造指針】（R6.7.10 改訂） 

１ 背景 

  人口減少や少子高齢化、住民の価値観の多様化によるライフスタイルの変化が進んでいるこ

とに加え、東日本大震災の影響により急激な人口移動が生じた地区があるなど、地区コミュニ

ティの状況が大きく変化しています。 

地区においては、震災を契機に人と人との「絆」が見直され、一部で新たな活動が開始され

た事例もありますが、多くの地区では、若い世代の市外流出による担い手不足や、従来からの

人と人のつながりの希薄化、震災による既存コミュニティの喪失、出生率の低下などによる住

民同士の互助機能の低下が懸念されており、近い将来、これまで地区や地域が行ってきた行事

や事業の継続、課題への対応などが困難となる恐れがあります。 

一方、行政においては、誰もが暮らしやすいまちを目指し、住民要望などを加味しながら行

政サービスの充実を図ってきましたが、今後は税収の低下や職員数の減員などが見込まれてい

ることから、複雑化する住民ニーズの全てに応じることは困難となってきます。 

  このように、地区・行政共に、今後、現在と同じ活動の継続が困難となることが予測される

ことから、10年後、20年後の地区や地域の状況を見据え、余力がまだ残されている今から地区

と行政が協働し、人口減少や少子高齢化が進行する中においても、誰もが安心して生活し続け

られる地区づくりに着手する必要があります。 

 

 人口減少、少子高齢化 住民の価値観の多様化 

地区 担い手不足 人と人のつながりの希薄化、

互助機能の低下 

行政 医療費や扶助費の増加、

税収の減少 

住民ニーズの多様化・複雑化 

２ 目的 

誰もが住み慣れた地区で安心して生活し続けるためには、住民一人ひとりが主体的に地区に

関わり、地区が持つ機能を維持していくとともに、身近な生活課題の解決に向けた活動が活発

化することを目指します。 

  また、地区づくりの共通の目的を実現するために、地区に住む住民同士や地区と行政がお互

いの意見を尊重し合い、対等のパートナーとして連携や協力、役割分担などを行いながら、地

区づくりを進めます。 

３ 指針の位置付け 

大船渡市の最上位計画である大船渡市総合計画 2021（計画期間：令和 3 年度から令和 12 年

度）は、将来都市像を「ともに創る やすらぎに包まれ 活気あふれる 三陸のにぎわい拠点 ⼤

船渡」とし、この都市像の実現を図るため、７つの施策の大綱（政策）、24の施策で構成されて

います。 

このままでは、

地区・行政共に

現在と同じ活動

を継続すること

が困難となる。 
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本指針は、施策の大綱２「安心が確保されたまちづくりの推進」の施策６「ともに支え合う

地域づくりの推進」の具体的な方向と取組内容を示すものです。 

また、令和５年度に策定し、総合計画の重点プロジェクトに位置付けられている「大船渡市

デジタル田園都市国家構想総合戦略」にも本指針に関連した取組が掲載されています。   

４ 協働推進に関する基本的な方針 

 (1) 地区内での協働 

「自分たちの地区は自分たちで創る」という考えの下、住民同士の話し合いにより自身が

暮らす地区の将来像や目標を決定し、その実現に向けて一人ひとりが「担い手」として主体

的に地区の諸課題に取り組み、実践しながら、自主・自立の地区づくりの進展を図ります。

（自助：住民の領域） 

また、地区づくりに多様な住民の参加を促すことにより、従来からの人と人のつながりや

結びつきを更に深め、これまで地区で行ってきた事業や課題への対応能力が維持・強化され

ることを目指します。 

(2) 地区と行政の協働 

行政は、少子高齢化社会の中にあっても行政が担う役割を果たす必要があります。（公助：

行政の領域） 

このため、予算や人材を効果的かつ効率的に活用して行政サービスの後退を防ぐとともに、

各地区が行っている事業の継続や諸課題への対応能力を維持・強化するための取組を支援し、

地区と行政が対等の立場で向かい合い、協力や連携、役割分担などを行いながら同じ目標に

向かって取組を進める協働による地区づくりを進めます。（共助：協働の領域） 

また、地区に対する支援と並行し、協働の一方の担い手である職員の意識改革や庁内横断

的な推進体制の検討を行うなど、行政も変革しながら共に歩みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 地区運営組織の構築と地区分権の推進 

地区づくりに住民が主体的に関わるためには、地区の将来像や課題解決など、地区のこと

はそこに暮らす住民が決めることができる仕組みづくりが必要です。 

このため、行政から独立した住民主体の地区運営組織の構築を目指すとともに、地区運営

組織が計画的に地区住民の合意に基づく自主的な活動が行えるよう、事業と財源を地区に委

ねる「地区分権」を進めます。 

自助 
（住民の領域） 

一人ひとりが自ら活動 

 

私的活動、自発的活動 

共助 
（協働の領域） 

地区と行政が協力や連携、 

役割分担しながら活動 

地区運営組織への支援・補助、 

市の審議会への住民参加など 

公助 
（行政の領域） 

行政の責任と主体性の 

もとに活動 

許認可・行政処分、 

市税の賦課・徴収など 
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※地区運営組織 

地区の生活や暮らしを守るため、地区に暮らす人々が中心となって形成され、地区内で

定めた経営指針（地区づくり計画）に基づき、地区課題の解決に向けた取組を持続的に実

践する組織。 

地区の目標達成に向けた 

地区と行政の協働 

地区の目標達成に向けた 

地区住民間の協働 

  

地区運営組織 

住民の合意形成の場の提供 

地区による地区づくり計画の推進 

（地区が担う業務） 

住民合意 

地区の将来像や目標 

地区づくり計画の作成 

 

 
地区住民 

住民主体の地区づくりに向けた気運の醸成 

アンケート調査や住民合意に係る支援 

講師派遣やワークショップ開催支援 

地区運営組織の構築や運営に係る支援 

地区づくり計画の推進に係る財政支援 

行政によるまちづくりの推進 

（行政が担う業務） 

地区の取組の支援 

対等のパートナーとして 

連携や協力、役割分担 

地区の将来像・目標 

地区住民 地区住民 
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５ 持続可能な地区づくりに向けた取組例 

  地区づくりを進めるためには、地区の将来像や目標などの基本的な考え方と、活動や事業な

どの期間を明確にした計画を地区住民が共有し、理解することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【取組の流れ】 

  〇導入段階 ・・・ 最初の一歩・地区づくりに向けた気運の醸成 

研修会や説明会などを開催し、多くの方に地区づくりに目を向けて

もらいます。 

〇第１段階 ・・・ 地区づくり計画の策定 

話し合い（住民ワークショップ）やアンケートにより、地区の将来

像や目標、その実現に向けた活動などを取りまとめた「地区づくり

計画」を策定します。 

   〇第２段階 ・・・ 地区運営組織の設立 

住民同士が協働し、組織的に地区づくり計画に掲げた活動を実践す

る「地区運営組織」を組織します。 

   〇第３段階 ・・・ 自立した活動の展開 

地区住民が協働した地区運営組織が、地区づくり計画を実践します。 

   〇第４段階 ・・・ 持続可能な地区づくり 

計画の取組結果を振り返り、次の計画や取組につなげます。 

 〇第４段階以降・・ 地区づくり活動の推進 

地区づくり計画の策定、実践見直しを繰り返し、地区の将来像・目

標の達成を目指します。  

地区づくり計画の実行に 

対する財政的支援や相談 

行政 地区運営組織 地区住民 

地区づくりの気運の醸成 

講師や専門員の派遣 

計画や組織形成の支援 

 

地区づくり計画の推進 
地区づくり計画の実践 

地域課題の解決 

住民意見の合意形成に 

向けた協議を行うための 

場と機会の提供 

住民合意による地区の 

将来像・目標の設定 

地区づくり計画の策定 

 

協
働 

協
働 

協
働 
協
働 

～住民の意見が反映された住み続けられる地区の創造～ 

行政から独立した住民主体

の団体として、地区住民と共

に地区づくりを推進 

 

一人ひとりが「担い手」として

主体的に地区づくりに参画 

限られた人材と財源を 

まちづくりに効果的に使用 
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(1) 導入 ～ 最初の一歩・地区づくりに向けた気運の醸成 

 

各地区では、普段から住民同士が顔を合わせる機会も多く、一定のつながりを維持して

いますが、これからは、それぞれが地区のことを考えながらも、合意・納得した上で、支

え合うことが一層必要となります。 

一部の役員だけが考え・行動するのではなく、年齢や性別、職業などにとらわれること

なく、できるだけ多くの人に関わってもらうことで、幅広い意見が反映されることになり、

地区づくりがより良いものとなります。 

地区住民に、地区づくりに目を向けてもらい、参画を促すためには、きっかけづくりが

重要です。研修会や説明会などを開催し、自分たちが暮らす地区の現状を改めて知っても

らうとともに、今後どのように暮らしたいか、そのためにはどうすればよいかなど、住民

一人ひとりに地区の将来像や在り方などについて考えてもらう機会をつくり、地区づくり

に向けた気運の醸成を図ります。 

 

【地区づくりに目を向けるためのきっかけ・気づきの例】 

・自分の住む地区は、５年先、10年先どう変わるか 

・子どもたちが大人になったとき、ここに住んでいるのだろうか 

・一人暮らしの高齢者が増えてきたが、災害のときは大丈夫だろうか など 

 

【行政による支援策】 

取組導入に係る支援 市民活動支援センターと連携しながら、今後の取組に向けた

準備や研修などに、市の職員や集落支援員、外部講師などを

派遣し、活動を支援します。 

■地区公民館役員などへの取組の説明 

■ワークショップの実施に向けた事前調査や準備 

■先進地の視察研修に係る調整 

■住民アンケート調査の設計・項目検討 など 

 

  

導
入
段
階 

最
初
の
一
歩
・
地
区
づ
く
り

に
向
け
た
気
運
の
醸
成 

第
２
段
階 

地
区
運
営
組
織
の
設
立 

第
１
段
階 

地
区
づ
く
り
計
画
の
策
定 

第
３
段
階 

自
立
し
た
活
動
の
展
開 

第
４
段
階 

持
続
可
能
な
地
区
づ
く
り 
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(2) 第１段階 ～ 地区づくり計画の策定 

 

  住民による主体的な地区づくりを進めるためには、住民自身が地区に対して愛着を持

ち、地区の将来を「我がこと」として捉える意識を高めつつ、実践へとつなげる必要があ

ります。 

このためには、地区づくり住民ワークショップなど、地区に住む住民同士が話し合える

「場」と「機会」を設け、地区の将来像や目標、今後の地区の方向性の検討や決定といっ

た合意形成の過程に、より多くの住民に参画してもらうことが重要です。 

また、住民アンケート調査などを通じて、今後の地区づくりに向けた取組に対する意向

把握や、地区住民の多様な意見を取り入れるとともに、地区課題の可視化を図ります。 

さらに、地区内の各種団体の活動状況などの情報を共有しつつ、地区の将来像や目標な

どについて話し合いを重ね、合意を形成しながら、参画者の拡大や担い手となる人材の育

成などを図り、地区課題に自分たちで優先順位をつけ、調整し、どのように解決するかを

取りまとめた「地区づくり計画」を策定します。 

なお、地区づくり計画は、計画を実践するための「地区運営組織」の構築と合わせて検

討することが重要です。 

【地区づくり計画に盛り込む内容の例】 

① 地区の概要や資源、魅力（人口・自然・歴史・文化・伝統行事など） 

② 地区に発生する課題や困りごと 

③ 地区づくりの基本理念 

④ 取り組むべき活動や事業と取組スケジュール 

⑤ その他の資料・各種団体の概要や地図 など 

【行政による支援策】 

「地区づくり計画」の

策定支援 

市民活動支援センターと連携しながら、地区の要請に応じて

市の職員や集落支援員を派遣し、地区づくり計画の策定を支

援します。 

■地区づくり住民ワークショップの企画運営、資料提供、内

容の整理・分析 

■住民アンケート調査の実施・分析 

■取組内容の周知・広報支援 

■地区づくり計画の策定に向けた意見集約 など 
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(3) 第２段階 ～ 地区運営組織の設立 

 

地区住民が、地区づくり計画を実践するためには、住民同士が協働して組織的に活動す

るための仕組みと、活動の振り返りを行う体制の整備が必要です。 

地区運営組織は、新たに結成する方法のほか、既存組織を生かす方法があり、地区づく

り計画の実践に向けて、地区の運営や課題解決が効率的に行えるような体制を整える必要

があります。 

このことから、地区運営組織は「地区づくり計画」の策定と合わせて検討することが重

要です。 

地区には、助け合い協議会やＰＴＡ、消防団など様々な組織があり、婦人会や青年団な

ど地区によっては以前存在したものの今はない組織もあります。これらの組織の活動内容

や課題などを洗い出し、新しい地区運営組織の中でどのように位置付けるか、実情把握や

実態調査を行うことが、地区づくり計画を実践する実効的な行動力を持つ組織を構築する

上で有効です。 

【地区運営組織の特徴】 

① 組織の位置付け 

地区を代表し、生涯学習や担い手づくりを含めたまちづくり活動を行う住民主体の

組織です。 

② 予算 

地区住民の負担金や市からの補助金・委託金のほか、国や県の直接事業受託、公益団

体などの助成、事業収入などを活用し、活動分野を拡大することが可能です。 

③ 構成員 

それぞれの地区の実情に応じて、幅広い団体・個人が構成員となり得ます。 

 

【行政による支援策】 

地区運営組織の結成、

結成促進に対する支援 

市民活動支援センターと連携しながら、地区運営組織の設立

に向けた話し合いや準備会に、市の職員や集落支援員、コー

ディネーターを派遣し、支援します。 

■地区内研修に係る講師調整など 

■先進地の視察研修に係る調整 

■関係団体や住民間の話し合いに要する経費の財政支援など 
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(4) 第３段階 ～ 自立した活動の展開 

 

地区住民自らが策定した地区づくり計画を、地区運営組織を中心として、地区住民で協

働しながら自主的に実行します。 

地区住民の合意のもとに設定した目標に向け、課題解決を図ることにより、やりがいや

生きがいにつなげるとともに、地区の目標の実現や課題解決に向けて住民が自ら携わるこ

とで、地区に対する愛着や誇りを育みます。 

こうした取組の積み重ねにより、地区の課題や運営に対する意識の高揚を図るととも

に、住民間のつながり・絆を深め、住民相互の支え合いの仕組みを更に発展させます。 

  また、地区住民の協働を促しつつ、地区づくり計画の進捗状況により、それぞれの活動

に対する予算配分などを担う地区運営組織事務局の機能を強化することが必要です。 

地区運営組織と行政は、お互いが連携・協力するパートナーの関係です。 

行政は行政が担うべき役割を果たしながら、各地区運営組織と緊密に連携し、地区活動

の推進・支援に当たります。 

 

【行政による支援策】 

地区運営組織の活動に

対する支援 

地区づくり計画を自主的に推進するために要する経費への支

援（補助制度）・各種補助金の一括化を行います。 

※地区運営組織が雇用する職員（事務局員）に対する人件費

として活用可能 

■地区づくり計画に基づく取組への財政支援 

※地区づくり補助金 50万円/地区 

■集落支援員、市民活動支援センターによる取組の実践支援 
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(5) 第４段階 ～ 持続可能な地区づくり 

 

地区づくり計画を実践する過程で、新たな発見や予期せぬ課題が見つかる場合があり

ます。 

地区内の状況も変化していく中で、地区づくり計画は、定期的に進捗状況を確認する

必要があり、実践した取組内容が良いものであったか、思い描いた成果につながったか

など、地区住民自ら評価するとともに、成果や課題などを共有することが重要です。 

また、地区住民が取組内容の改善や、目的を達成した取組の終了など、見直しを行うこ

とで、計画がより良いものとなり、次の計画や取組に生かすための原動力となります。 

このように、地区の将来像に向けた計画を取りまとめ、実践し、その結果を振り返りな

がら地区の状況に合わせて改善する一連の過程を地区住民の参画と合意のもとに行い、

次の計画につなげ、途切れることなく循環させることで、地区住民の意識の高揚と住民

間の協働が一層促進されるとともに、地区の課題を自ら解決できる仕組みを持つ地区と

なり、人口減少や少子高齢化に負けない住み続けられる地区づくりにつながります。 

活動の振り返りや計画の見直しを、おおむね５年ごとに行い、活動の実践により得ら

れた知見や経験、社会情勢の変化などを次期の計画に反映させる一連のサイクルを繰り

返しながら、地区の将来像・目標に向けて取り組みを進めていきます。 

 

  【活動の循環】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住民合意のもと、情報を共有しながら計

画をつくり、活動を実践し、活動を振り返

り、見直しや改善を行います。 

この一連の取組の繰り返しが、持続可能

な地区づくりにつながります。 
見直しや 

改善 

活動の実践 
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第３段階で地区運営組織による活動の実践に至った後、①活動を振り返り、②見直しや改善

を行いながら③新たな計画を策定し、④新計画に基づく活動を実践していきます。 

この一連のサイクルを繰り返しながら、地区づくりの参画者や活動の幅を広げ、地区の将来

像・目標に近づいていく段階が第４段階です。 

 

  

地区の将来像・目標

第４段階 

持続可能な地区づくり 
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６ 地区運営組織が担う機能など 

 地区運営組織は、地区の多様な地区課題を解決するため、地区住民の合意のもとで策定され

た地区づくりの指針となる地区づくり計画に基づいて、持続的に活動を実践します。 

 これまでの各地区の状況を見ると、旧大船渡市に属する８地区（盛地区、大船渡地区、末崎

地区、赤崎地区、蛸ノ浦地区、猪川地区、立根地区、日頃市地区）においては、社会教育の推進

を目的とする地区公民館組織が地区の住民自治組織を兼ねており、公的機関が自治組織を内包

する形態で運営されてきました。 

また、旧三陸町に属する３地区（綾里地区、越喜来地区、吉浜地区）においては、地区公民館

組織は社会教育を推進する公的機関として設置されています。地区運営については、地域の住

民自治組織（部落会や契約会）で構成される連合組織（連絡協議会など）が担っており、地区

を単位とする住民自治組織は設置されておりません。 

公民館と自治会の２つの組織は、さまざまな活動を通じて人づくり・地区づくりを行う共通

の目的を持つとともに、人口減少・少子高齢化が進む中にあって、持続可能な地区づくりを進

めていくためには、将来を見据え地区が一体となって魅力ある地区づくり事業に取り組むこと

ができるよう仕組みや体制を整えていくことが重要です。 

 このことから、地区運営組織は、各地区の地区公民館や住民自治組織が培ってきた住民同士

のつながりや経験を生かしつつ、活動を行います。 

 

 (1) 住民の合意形成のための場と機会の提供 

地区住民に地区づくりに興味を抱いてもらい、自主的な活動を促すためには、それぞれの

想いを地区づくり計画に反映させ、活動し、振り返る一連のプロセスに参画していただき、

地区づくりに関わっている実感や、活動の達成感を肌で感じてもらうことが大切です。 

このことから、地区住民が地区づくりに参画し、合意形成に携わることができる「場」や

「機会」を提供していくことが重要です。 

 

(2) 地区づくり計画の推進 

地区づくり計画を行動に移した後は、定期的に取り組みの内容や成果を振り返り、共有し

ながら見直しを図る必要があります。 

また、活動を進める中で生じた新たな課題などは、地区住民に情報を公開し、解決方法を

検討する場を設けるなど、達成感や問題点を共有し、次の活動や計画に結び付けることが持

続可能な地区づくりにつながります。 

 

(3) 資金と予算 

地区運営組織を維持し、地区づくり計画を推進するためには、計画的な予算執行が必要で

す。 

基本的な活動資金は、地区住民の負担金や市からの補助金・委託金となりますが、この他

に国や県の直接事業受託、公益団体などの助成、事業収入などを活用し、活動を拡大するこ

とが可能です。 

市では、地区づくり計画の推進を支援するため、地区づくり補助金制度を創設しましたが、
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現在の地区に対する人件費や補助金などについて、地区の課題解決に向けて柔軟に活用でき

るよう、今後整理・統合を図ることとしています。 

また、将来的には、地区づくり計画に基づく活動に携わった人達に対し、その対価が還元

され、地区内で資金が循環する仕組みの構築を目指します。 

 

(4) 持続可能な地区づくりに向けた人材探しと育成 

  持続可能な地区づくりを行うためには、地区づくり活動の計画・実践・振り返り・見直し

や改善を繰り返すことが大切です。 

このためには、地区運営組織の役員など一部の人達だけが汗を流すのではなく、できるだ

け多くの地区住民に関わってもらうことが大切です。 

地区によっては、一人で何役も掛け持ちして事業に携わっている方がおり、負担が集中し

ている場合があります。 

一人の頑張りよりも、多くの人の参画を得て、地区内で協働しながら負担をみんなで分か

ち合うことが地区づくりを持続させる秘訣であり、人材の育成にもつながります。 

   今、自分の住む地区にはどんな人がいるのか、絵が上手な人、料理が得意な人、労務管理

に詳しい人、土木工事に詳しい人、元保育士さんなど、地区内の人材に関する情報を集めな

がらの人材探しも、今後の地区づくりに大変有効です。 

 

(5) 地区運営組織による活動事例 

 市外の地区運営組織による活動の事例を紹介します。 

 地区の実状を踏まえて、必要な活動を選択するなど、スモールスタートして徐々に活動分

野を拡大する、逆に活動を見直して縮小するなど、実践の方法は一様ではありません。 

 

・気軽に集まれる居場所づくり、あいさつ・声掛け運動、広場や道路の草刈清掃、観光資

源や空き家情報などの地域情報の集約など、地区基盤や環境整備に関する活動 

・地域支え合いマップづくり、防犯や交通安全、子育て支援、高齢者の見守り支援、健康

づくり教室やサロンの開設など、安全や福祉に関する活動 

・避難ルートマップづくり、防災訓練・救急救命講習、災害時要援護者の避難支援、避難

所の運営支援など、地区防災に関する活動 

・地区のお宝探し・人材発掘、郷土芸能や伝承行事などの振興、生涯学習や世代間交流、

スポーツに関する活動など、文化・生涯学習・担い手づくりに関する活動 

・カフェ・喫茶店などの開設、生産物の生産・販売、特産品の開発・ブランド化、地域資源

の観光化、農業・漁業などの体験、空き家への定住促進、地元の活動などの情報発信な

ど、地区の振興に関する活動 
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(6) 地区公民館と地区運営組織、（仮称）地区センターについて 

「地区公民館」の呼称は、地区単位でまちづくりや生涯学習活動を行う「組織の名称」と

して使用されているほか、その活動拠点施設である「施設の名称」としても使用されていま

す。 

地区づくり計画のもとで、地区運営組織が、住民主体の活動を実践する動きと呼応しなが

ら、適切な時期を判断し施設の名称を新たにします。 

 

 

 

 

 

※組織名・施設名とも同じ名称 

  

【移行後】 

組織名：地区運営組織 

施設名：（仮称）地区センター 

【現行】 

組織名：地区公民館 

施設名：地区公民館 
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① 地区公民館【組織】と地区運営組織の相違点 

 地区公民館【組織】 地区運営組織 

組織の 

位 置 

付 け 

・市の非常勤特別職である地区公民館長・主

事が役職員となり、生涯学習とまちづく

り活動を行う公的な組織 

・旧大船渡市の８地区においては、地区を代

表する自治組織の機能を内包 

・地区を代表し、生涯学習やひとづくりを含め、

各種まちづくり活動を行う住民主体の組織 

 （国でいう「地域運営組織※」に当たる組織） 

市との 

関わり 

・市の教育機関として設置 

・旧大船渡市の８地区においては、地区を代

表する自治組織の機能を内包 

・市から独立した継続的にまちづくりを行う住

民組織 

予 算 

・市の教育機関と一体であるため、独立した

地域運営組織などの団体を対象とする

国・県及び公益団体からの助成を活用し

にくい 

・市補助金、会費などを財源とする 

・国・県からの直接事業受託や公益団体などに

よる助成を活用し、活動分野を拡大すること

が可能 

・国など助成金、市補助金、委託料、事業収入、

会費などを財源とする 

事 業 

・生涯学習に関するもの 

生きがいセミナー（高齢者）、地域再生支

援文化活動事業(全世代）、文化祭、運動

会、スポーツ大会など 

・まちづくりに関するもの 

敬老会、交通安全、地区要望のとりまと

め、新年交流会など 

・地区づくり計画に基づくもの 

（地区の将来像の実現、課題解決） 

・生涯学習に関するもの 

（変更なし、必要に応じて見直し） 

・まちづくりに関するもの 

（変更なし、必要に応じて見直し） 

構成員 

・地区内の組織の長などが中心 

事務局、地域公民館長・自治会長、各種団

体などの長などが構成員となる 

・構成団体の協力を得て事業を実施 

・構成員は地区の実情による 

地域公民館長・自治会長、各種団体などの長

のほか、ＮＰＯをはじめ協働する幅広い団

体・個人が構成員となる 

組 織 
・審議機関として公民館運営委員会を設置 ・組織体制は一様でなく、地区の実情に応じた

ものとなる 

地域公

民館と

の関係 

・①自治公民館（旧大船渡市の８地区） 

地区公民館【組織】と連携し、地域の自治

組織として 生涯学習とまちづくりを総

合的に運営 

・②自治組織の一部門（旧三陸町の３地区） 

地区公民館【組織】と連携し、自治組織が

生涯学習とまちづくりを総合的に運営 

・変更なし 

※ 国では、住民自らによる主体的な地域の将来プランを策定し、地域課題の解決に向け

た多機能型の取組を持続的に行う組織を「地域運営組織」と定義している。 
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② （仮称）地区センターの機能と役割 

地区づくりを効果的に進めていくためには、その拠点となる施設が必要です。 

各地区に設置する地区公民館施設は、住民の交流の場として、また地区活動の拠点として

コミュニティ施設の役割を兼ねていますが、集会だけでなく生涯学習として学び高め合うこ

とを目的に利用することを前提とした社会教育施設です。 

このことから、市では、社会教育を推進する地区公民館組織から地区づくり活動を担う地

区運営組織への移行に合わせ、社会教育施設として設置している地区公民館施設の設置目的

を地区における様々な課題を解決するための住民自治の拠点施設に変更し、施設名称を（仮

称）地区センターとします。 

（仮称）地区センターは、地区運営組織の活動拠点となり、これまでどおり貸館や住民の

よりどころとしての機能に加え、より地区住民が使いやすく、多様な活用ができる施設とし

ます。 

現在、各地区に設置している地区公民館【施設】は、社会教育法に基づき設置される教

育機関であることから、収益を伴う事業の実施は禁止されています。 

このため、地区住民が作った作品や農産物などの物品販売、企業の販売会や収益を伴う

フリーマーケットなどへの貸館、著名人などを招いた有料コンサート・講演会などの開催

や貸館など、営利目的として分類される事業を行うことができません。 

【地区公民館から（仮称）地区センターへの移行①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区公民館から（仮称）地区センターへの移行②】 

地区センターとなった場合にできること 

 

 

 

   農産物品等の販売    住民によるフリーマーケット  著名人による有料コンサート 

地区公民館（教育委員会所管） 

 

 

 

 

（仮称）地区センター（市長部局所管） 

 

 

 

 

社会教育 / 生涯学習 

地域交流 

地域振興/地域交流/地域福祉 

社会教育 / 生涯学習 

建物の性質：社会教育施設 

 

建物の性質：コミュニティ施設 

組織名：地区公民館組織 

    

館長 主事 

 

書記 

組織名：地区運営組織 

センター長 事務局長 事務局員 
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   〇 地区公民館【施設】と（仮称）地区センターの相違点 

 
地区公民館【施設】 （仮称）地区センター 

設置主体 市教育委員会 市（市長部局） 

設置根拠 

位置づけ 

・社会教育法に基づく社会教育施設 

・生活に即する生涯学習・社会教育の

事業を行い、生活文化の振興や住民

の交流のための拠点施設 

・地方自治法に基づき、市が定める公の

施設  

・社会教育施設としての機能を維持し

ながら、社会状況の変化に対応し、地

区住民自らによるまちづくりのため

の拠点施設 

営利利用 

の 制 限 

・社会教育法による制限 

・営利を目的とした事業の禁止 

・特になし 

営利利用 

・限定的 

・地方自治法による施設の目的外使

用を活用し、自動販売機などの設置

が可能 

・一般的な営利利用のほか、地区の特産

品販売などのコミュニティビジネス

につながる利用が可能 

利 用 者 
・国、自治体、社会教育団体、一般、

サークルなど 

・左記のほか営利団体も使用可能 
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７ 地区運営組織に対する財政支援等 

現在、地区公民館に対しては、①館長、主事等の役員に対する報酬、②公民館活動を行うた

めの地域社会教育振興補助金、③敬老会補助金等、市から複数の財政支援が行われています。 

市は、今後も地区運営組織による自主的・主体的な活動を支援するとともに、役員報酬をは

じめとする人件費、施設の管理費、事業などの補助金について、現状と同規模を維持しつつ、

地区運営組織による活動や運営の本格化にあわせて、④指定管理料やセンター委託料、⑤地区

運営に係る一括交付金に整理統合します。 

また、地区づくり計画の作成や、地区運営組織への移行に向けた研修会における外部講師の

招請費用などを市が負担するとともに、⑥地区づくり計画に定めた事業を実施するための補助

金（地区づくり補助金）を活用し、地区独自の取組について支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑥大船渡市地区づくり補助金 
・地区の課題解決に向け柔軟に活用 
・地区づくり計画に登載された事業を対象 
・１地区当たり年額 50万円（上限） 

・補助金額の２分の１を超えない範囲で 
積み立てが可能 

管
理
費 

地区運営に係る一括交付金 

（これまでの生涯学習事業費や敬老会事

業費などを一括交付金化。地区の裁量で

事業予算の配分の調整・変更が可能） 

修繕・光熱水費 

センター長・事務局長 

人件費 （地区雇用） 

 

管理人 人件費（地区雇用） 

※施設管理を行う地区のみ 

事務局員 人件費（書記分引上げ） 

 

運営費（定額・世帯割）、スポー

ツ推進費、地域公民館育成費 

（１館あたり約 9,000円） 

修繕・光熱水費 

①館長・主事・書記 

報酬 

管理人 人件費 

③敬老会補助金 

人
件
費 

活
動
費 

②
地
域
社
会
教
育
振
興
事
業
補
助
金 

④
指
定
管
理
料
・
セ
ン
タ
ー
委
託
料 

⑤
地
区
運
営
に
係
る
交
付
金 

地区づくり計画の作成や地区運営組織への移行に向けた支援 
（研修会の外部講師や、住民ワークショップのコーディネーター費用などを市が負担） 

 

 

 

【現 行】 
組織名：地区公民館 
施設名：地区公民館 

【移行後】 
組織名：地区運営組織 
施設名：（仮称）地区センター 

現  行：①館長・主事・書記報酬＋②地域社会教育振興補助金＋③敬老会補助金 

移行支援：地区づくり計画の作成や地区運営組織への移行に向けた支援 

移 行 後：④指定管理料＋⑤地区運営に係る交付金＋⑥地区づくり補助金 



18 

 

（1） 大船渡市地区づくり補助金について 

持続可能な地区の構築に向けた住民主体の活動を促進するため、地区運営組織が取り組む

地区づくり計画に登載された事業の実施を支援するため、１地区あたり年間 50万円を上限

として補助金を交付します。 

この補助金は、翌年度及び翌々年度に利用するために補助金額の２分の１を超えない範囲

で積み立てることができ、地区の実情に応じて柔軟な事業運営を可能としています。 

※翌々年度を超えた補助金は市に返還となります。 

（2） 市による協働推進の支援 

本指針に基づき、市は地区との協働を図るために、地区づくり補助金の交付に加えて地区

運営組織の活動を支援するための取組を行います。 

① 伴走型支援の継続 

地区運営組織が活動を継続していくためには、財政支援のみならず、地区住民や地区内外

の各種団体や企業などと連携を強めていくことが重要です。 

市は、集落支援員や中間支援業務を委託したＮＰＯ法人などと共に、地区づくり計画に基

づく活動や活動の振り返り、計画の見直し、次期計画の策定などにおける住民の話し合いや

合意形成など、地区に伴走しながら継続的に支援します。 

また、市内の地区運営組織で構成する連絡会議を設置するなどしながら、地区運営組織間

の情報共有や活動の連携などをサポートします。 

② 活動に必要な備品等の整備支援  

地区運営組織の活動に必要となる各種機材や物品などについて、一般コミュニティ助成事

業（一般社団法人自治総合センター）などを活用しながら整備を支援します。 

８ スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・導入段階から地域づくり計画策定・地区運営組織の設立まで 

約２年間、地域づくり計画の実施期間が約５年間となり、 

計画の振り返りや見直しを行いながら、次の計画実施に 

つなげます。  

第４段階 

第１段階 ・ 第２段階 第３段階 導入段階 

導
入
段
階 

最
初
の
一
歩
・
地
区
づ
く
り

に
向
け
た
気
運
の
醸
成 

第
２
段
階 

地
区
運
営
組
織
の
設
立 

第
１
段
階 

地
区
づ
く
り
計
画
の
策
定 

第
３
段
階 

自
立
し
た
活
動
の
展
開 

第
４
段
階 

持
続
可
能
な
地
区
づ
く
り 

振り返り・見直し 
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協働のまちづくりについて（令和６年７月10日現在） 

１ 「住民自治の推進と協働による新しい地区コミュニティの創造指針」（令和２年10月策定）に

おける取組段階と各地区の状況 

取組段階 取組内容 地区名 

導入段階 【地区づくりに向けた気運の醸成】 

研修会や説明会などを開催し、多くの方

に地区づくりに目を向けてもらう段階。 

・末崎地区 

・赤崎地区 

 

第１段階 【地区づくり計画の策定】 

住民アンケート調査や話し合い（住民ワ

ークショップ）により、地区の将来像や目

標、その実現に向けた活動などを取りまと

めた「地区づくり計画」を策定する段階。 

○住民アンケート調査実施（１地区） 

・猪川地区 

○住民アンケート調査及び住民ワーク

ショップ実施（３地区） 

・盛地区 

 ・立根地区 

 ・綾里地区 

○地区づくり計画案の取りまとめ（１

地区） 

・蛸ノ浦地区 

第２段階 【地区運営組織の設立】 

住民同士が協働し、組織的に地区づくり

計画に掲げた活動を実践する「地区運営組

織」を設立する段階。 

第３段階 【自立した活動の展開】 

地区住民が協働した地区運営組織が、地

区づくり計画を実践する段階。 

・日頃市地区 

 ひころいち町まちづくり推進委員会 

 （令和３年８月１日設立） 

・越喜来地区 

 越喜来活性化協議会 

 （令和４年11月28日設立） 

・吉浜地区 

 吉浜まちづくり振興会 

 （令和６年４月１日設立） 

・大船渡地区 

大船渡地区自治協議会 

 （令和６年４月25日設立） 

第４段階 【持続可能な地区づくり】 

計画の取組結果を振り返り、次期の計画

や取組につなげる段階。 

 

 

 

参考資料 


